
議案第８５号  

  

  

霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

  

霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

  

平成２８年１１月２８日提出       

霧島市長 前 田  終 止       

  

  

  

  

  

霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

  

霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例（平成17年霧島市条例第118号）の一部を

次のように改正する。 

別表第５の１の表を次のように改める。 

 １ 学習、文化施設 

名称 部屋名 基本使用料（１時間につき）

霧島市国分公民館 大会議室 250 円

中会議室 200 円

小会議室 150 円

大研修室 250 円

中研修室 200 円

小研修室 150 円

音楽室 330 円

和室 150 円

茶室 200 円

調理講義室 200 円

調理実習室 240 円

美術室 160 円

工作室 160 円

霧島市溝辺公民館 ロビー 190 円

楽屋 170 円

研修室（１室使用） 200 円

研修室（２室使用） 250 円



研修室（３室使用） 350 円

視聴覚室 130 円

調理実習室 240 円

和室 200 円

茶室 200 円

工作室 160 円

霧島市横川公民館 大ホール 440 円

大会議室 200 円

小会議室 150 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

視聴覚室 130 円

陶芸室 160 円

ロビー 190 円

霧島市霧島公民館 大会議室 350 円

調理実習室 240 円

和室 150 円

会議室 150 円

霧島市隼人公民館 大会議室 250 円

小会議室 150 円

霧島市福山公民館 大会議室 250 円

会議室 150 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

霧島市福山公民館分館 大会議室 250 円

中会議室 150 円

小会議室 150 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

霧島市溝辺崎森地区公民館 大会議室 200 円

小会議室 150 円

調理実習室 240 円

和室 150 円

霧島市牧園万膳地区公民館 会議室 200 円

和室 150 円

調理加工室 310 円

霧島市牧園中津川地区公民館 会議室 200 円



和室 150 円

調理加工室 310 円

霧島市牧園持松地区公民館 研修室 200 円

会議室 150 円

調理加工室 310 円

霧島市牧園高千穂地区公民館 大会議室 250 円

会議室 150 円

健康増進室 150 円

和室 150 円

調理加工室 310 円

霧島市牧園三体地区公民館 会議室 200 円

和室 150 円

調理加工室 310 円

霧島市霧島田口地区公民館 大会議室 350 円

調理実習室 240 円

和室 150 円

霧島市霧島永水地区公民館 大会議室 250 円

調理加工室 310 円

和室 150 円

霧島市隼人小浜地区公民館 大会議室 250 円

生活改善室 310 円

和室 150 円

霧島市隼人小野地区公民館 研修室 250 円

和室 200 円

調理実習室 240 円

霧島市隼人富隈地区公民館 大会議室 200 円

学習室 150 円

和室 150 円

生活改善室 310 円

霧島市隼人宮内地区公民館 大会議室 350 円

会議室 200 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

霧島市隼人姫城地区公民館 大会議室 350 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

霧島市隼人日当山地区公民館 小会議室 150 円



中会議室 200 円

大会議室 250 円

和室 150 円

学習室 150 円

生活改善室 310 円

霧島市隼人松永地区公民館 大会議室 250 円

小会議室 150 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

霧島市隼人中福良地区公民館 大会議室 200 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

霧島市福山小廻地区公民館 大会議室 250 円

会議室 150 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

霧島市福山大廻地区公民館 会議室 200 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

霧島市福山西牧之原地区公民館 会議室 200 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

霧島市福山東牧之原地区公民館 会議室 250 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

霧島市福山下牧之原地区公民館 大会議室 200 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

霧島市福山福地地区公民館 会議室 200 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

霧島市福山福沢地区公民館 大会議室 250 円

会議室 150 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

霧島市福山佳例川地区公民館 大会議室 200 円

会議室 150 円



和室 150 円

調理実習室 240 円

霧島市福山比曽木野地区公民館 会議室 150 円

和室 150 円

調理実習室 240 円

別表第５の２の表を次のように改める。 

２ スポーツ施設（国分公民館及び富隈地区公民館） 

区分 基本使用料（１時間につき） 

専用使用 一般 220 円

児童生徒 110 円

バドミントン 

（1面につき） 

一般 120 円

児童生徒 60 円

卓球 

（1台につき） 

一般 70 円

児童生徒 40 円

別表第５備考４中「ホワイエ」を「ロビー」に改める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日

以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお

従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

霧島市立公民館の使用料について、受益者負担の適正化及び類似施設の料金との調整を

図るため、額の見直しを行ったことに伴い、本条例の所要の改正をしようとするものであ

る。 


